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電話事業における料金規制をめぐる諸問題
- pricecapregulationを中心に-

西 田 達 昭

Ⅰ はじめに- 課題の設定-

本稿の課題は,NTTが導入を要望している

プライス ･キャップ規制1)を中心に,公益事業

分野なかんず く電話事業における料金規制をめ

ぐる諸議論2) を整理し,今後の日本の電話事業

においていかなる料金規制を行っていくべきか

を考える素材を提供することにねらいがある｡

敷桁す るな らば, 日本においてプライス ･

キャップ規制の紹介がなされる場合そのメリッ

トが強調される場合が多いが,問題点も多いこ

とを指摘することにねらいがある｡

周知の通 り,電気 ･ガス ･水道 ･電話といっ

1) 伝えられるところによると,｢NTTの児島社長は13

日の記者会見で,電話料金の値上げ方式について 『料金

に上限を設けた上で事業者が 自由に決められるプライ

ス ･キャップ削 (価格上限規制)を導入するのが好まし

い』 と述べ,今後郵政省に実現を要望 していく考えを明

らかにした｣｢米回や英国では,電気通信事業の自由化

に伴って,事業者に料金改定の裁量を与えるプライス ･

キャ リプ制が普及 している｣｢しかし日本では自由化後

も,電話料金剛度自体を見画すところまで至っておらず,

郵政省の認可制が続いている｣｢児島社長は 『現行の認

可制には,料金決定のためのルールが確立されていな

い』 と主張｣｢物価 上昇率から一定割合を引いた範囲内

で事業者が決めるプライス ･キャ ノブ削なら,そうした

不透明な要素 もな くなると強調 した｣｢ただ,今のとこ

ろ郵政省には現行の認吋制を見直す動 きはないことから,

児島社長は 『プライス･キャップ削導入をめぐる本格的

な議論は,市内通話料金の値上げ問題などが片付いた後

になる』 との見通 しを示 した｣(『京都新聞』1993年10月

14日付)｡

2) 公益事業における料金規制をめぐる全般的な議論につ

いては,Bonbrlght〔5〕,Brown 〔7〕,E.E ゼイジャノ

ク 〔12〕,藤田潔 〔15〕,林敏彦 〔16〕,細野 日出男 〔17〕,

北久 -･〔23〕〔24〕,公共料金研究会 〔26〕,Larner〔28〕,

Majone 〔29〕,Sharkey 〔43〕,Snow 〔44〕,竹中龍雄

〔45〕,Wenders〔53〕等を参照のこと｡

た公益事業分野における料金規制をめぐっては,

以下に述べるような通説的理解がある｡｢(こう

した公益事業分野では)サービス供給に膨大な

固定設備のネットワークを必要とするため,坐

産量を増加するにつれて平均費用が長期にわた

り逓減する傾向がある｣｢こうした事業は独占

を形成 しやす く,『自然独占』産業として位置

づけられている｣｢こうした事業において,た

とえ複数の生産者が競争するとしても,その競

争は長続きしない｣｢そのうちの最大の企業は

競争相手の費用を下回る料金を設定し,需要家

を奪うことができるからである｣｢その企業規

模が大となるほど,その競争相手に対する優位

性は高まり,究極的には独占体となる｣｢たと

え市場に複数の企業を維持 しうる場合でも,こ

れら複数の企業の平均費用は単一企業のそれを

上回るため,市場成果はより望ましくないもの

とな｣ り ｢公益事業における競争は,供給シス

テムの重複をもたらすため,資源の浪費でもあ

る｣｢こうした事業における最も効率的なサ-

ビス供給方法は,大容量の単一給配ネットワー

クによる供給である｣ (〔54〕p.2)とされる｡

このように公益事業分野は,本来,｢自然独

占-規模の経済性｣が貫徹する分野で,そのサ

-ビスの供給にあたっては単一の企業がサービ

スを供給するほうが効率的であり,このような

単一企業に供給をまかせその料金設定にあたっ

ては政府が規制を行うことが必要である,との

理解が一般的である｡ ここであげられた電気 ･

ガス ･水道 ･電話といった事業は,その供給さ

れる ｢代替財 ･サービスが制約されている｣

(〔54〕p.2) こと,換言するならばその価格
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弾力性が極めて小さいため,かような日常生活

に必需的なサービスを独占的に供給する公益事

業には料金規制が必要となるのである｡

かつて ｢3公社 5現業｣と言われた時代の公

益事業 ･公共企業体の料金制度は国会の議決を

経て料金 (運賃 ･電話料金等)が決定される

｢料金法定制度｣であった｡電気通信事業につ

いてみれば,電電公社の ｢改革｣-NTTの発

足以降の料金決定は,郵政省の認可を経て決定

されることになっており,その料金規制の根拠

には,いわゆる ｢公正報酬率規制｣(rateofre-

turnregulation)と呼ばれる料金規制の考え方

が下敷となっている｡ この ｢公正報酬率規制｣

については後に詳 しくみるが,現行の電気通信

事業 (第 1種事業)3)における料金規制の基本

原則を確認 しておくと,その法的根拠は ｢電気

通信事業法｣の第31条の規定であり,その中身

は ｢料金が能率的な経営の下における適正な原

価に照らし公正妥当なものであること｣｢料金

の額の産出方法が適正かつ明確に定められてい

ること｣である｡ ここでの規定は抽象的な規定

であり,その具体的な算定方法は 『料金算定要

領』4)に基づ く｡

このように日本における公益事業の料金規制

は,伝統的な ｢公正報酬率規制｣に基づ くもの

が多いが,英米の電気通信事業ではこの ｢公正

報酬率規制｣からプライス ･キャップ規制 (イ

ンセンティブ規制)と呼ばれる料金規制方式に

順次移行しつつある｡ 日本より早 く電気通信事

業における ｢改革｣を行ったイギリスでは,

1984年にBT (BritishTelecommunications)

3) 特別第2種事業は ｢料金届出制｣であり,また 一般第

2桂事業は ｢事業者の白山｣である｡本稿では ｢料金規

制｣ に 焦 点 をあてて考察 しているので, ここでは考察の

対象を第 1種事業のみに限定している｡

4) 『料金算定要領』(1986年)は,電気通信審議会の答

申を受けて作成されたもので,その料金算定の仕組みは,

｢適正原価｣に ｢適正報酬｣を加えた ｢総括原価｣を基

礎に算定される｡ここでの原価は,営業費+滅価償却費

+諸税とされ,報酬は,事業資産 (L,- ト･ベ-ス)×

報酬率とされる｡また報酬率は,他人資本コスト×他人

資本比率+自己資本×自己資本比率で計算されるO詳し

くは,岡田 羊祐 ･鈴村輿太郎 〔37〕,植草益 〔48〕を参

照のことO
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を民営化 したが,ここでは同年にプライス ･

キャップ規制が採用されており,またアメリカ

では1984年にAT&Tが分割されて,長距離部

門を担当するAT&Tと市内部門を担当するB

OCsに分割されたが,ここで もAT&Tの規

制を担当する連邦通信委員会 (FCC)は,

1989年にプライス ･キャップ規制方式を採用 し,

またBOCsの規制を担当する各州の公益事業

委員会にも,プライス ･キャップ規制をすでに

採用した州や今後採用を予定 している州もある｡

また冒頭でも述べた通 り,日本においてもNT

Tがこのプライス ･キャップ規制の導入に取 り

組もうとしている｡

このようにイギリスやアメリカに見られる料

金規制動向をフォローすることは,今後,この

プライス ･キャップ規制導入をめぐ三て議論が

高まると予想される日本の電話事業における料

金問題 ･料金規制問題を考えていくうえでも,

重要な示唆を与えてくれるものと考えられる｡

考察の順序としては,まず公益事業における

料金規制とはいかなるものかについて素描する｡

次いで,英米においていくつかの分野で採用さ

れ始めているプライス･キャップ規制 (インセ

ンティブ規制)について,その具体的事例を英

米のBT,AT&T,B()Csに求め,その動

向を検討する｡最後に,伝統的な料金規制であ

る ｢公正報酬率規制｣がいかなる構造 ･問題点

をもっていたのか,その問題点の中で特徴的な

いわゆるA-Jモデルとはいかなるものなのか,

また公正報酬率規制とプライス ･キャップ規制

とを比較してその問題点はどこにあるのか,を

検討する｡

ⅠⅠ 公益事業における料金規制をめぐって

本章では,次章以下の公益事業における ｢公

正報酬率規制｣｢プライス ･キャップ規制｣を

検討する前段階として,｢公益事業における料

金規制とはいかなるものか｣について素描する｡

ここではその通説的理解5) と考えられる醍醐聴

5) 公益事業における料金規制については,植草益も同様

な説明を行っている｡その詳細については植早益〔48〕ノ
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の説を紹介することから始めたい｡

醍醐聡は ｢電気通信の料金体系｣との論稿の

中で ｢料金体系論の枠組み｣について以下の通

り述べる｡｢被規制産業の料金設定においては,

料金水準 (ratelevel)に関わる問題 と料金体

系 (ratestructure)に関わる問題がある｣と前

置きされ,｢このうち料金水準の問題とは,サ

ービス1単位当りの料金をどのように設定する

かということであ り,収支均衡を制約条件とせ

ず,効率的な資源配分の達成だけを目標とする

のであれば限界費用に基づく料金設定が支持さ

れるが,収支均衡を与件とした伝統的な料金規

制においては,サービスの提供のために要した

事業費用に公正報酬を加算した総括原価方式が

広 く採用されてきた｣｢しかし,被規制産業が

共通費の存在する複数のサービスを提供する場

合や,単一のサービスを提供する場合であって

ち,コスト構造や価格弾力性等の見地から需要

を区分し (たとえば,ピーク需要とオフ･ピー

ク需要の区分),各々の需要ごとに価格差別が

容認される場合には,共通費をサービスごとの

料金にどのように配賦するか,種別化された各

需要に固定費と変動費をどのような組合せで割

当てるか,という料金体系が問題となり,その

いかんで各サービスなり需要ごとの料金水準は

違った ものになる｣ (〔11〕pp.215-216) ど,

述べる｡ そして,この料金体系についてこれま

で規制当局が採用 してきたのは ｢各サービスご

とに,個別費となんらかの方法で配賦された共

通費からなる完全配賦原価 (FullyDistributed

Cost:FDC)に基づ く料金設定方式｣であった

とし,このFDC方式に対しては ｢それが客観

性の乏しい共通費配賦に依拠 している点や,需

要側の要因,とくに需要の価格弾力性をまった

く考慮していない点に強い批判が向けられてき

た｣と注意を喚起 し,｢そして,経済厚生の最

大化を料金設定目標にする見地からは,各種サ

ービスの料金を,それぞれのサービスに対する

価格弾力性に逆比例する形で固定費を配賦 して

＼､､を参照のこと｢

設定するラムゼー方式や,収支均衡の要件を満

たしつつ,需要誘発効果を備えた二部料金制等

の採用が提唱されてきた｣(〔11〕p.216)と述

べる｡さらに ｢ただ,被規制産業の料金体系に

は価格差別や内部補助の問題がからむため,料

金体系は資源配分の効率性に徹 して定めるべき

なのか,所得分配の公平にどこまで配慮すべき

なのかが絶えず問題にされてき｣｢この点につ

いての-I-つの見地として,価格体系は効率性に

徹 して編成し,分配の公平は価格がもつ資源配

分機能を妨げることのない所得移転や税制など

の政策手段に委ねるのが望ましいとする見解が

ある｣(〔11〕p.216)と述べる｡

そして,現在の日本の電気通信事業における

市内通話 ･市外 (長距離)通話という ｢複数サ

ービス｣やNTT ･NCCなどの競合する状況

をふまえて,｢こうしたわが国の電気通信の現

実の市場構造を前提するならば,各サービス間

の内部補助,各サービス需要者間の負担の公平,

さらには事業者間の競争に及ぼす影響を考慮に

入れて,料金体系を検討しなくてほならないで

あろう｣(〔11〕p.217)と,述べる｡

ここでは ｢公益事業における料金規制｣のあ

り方を,その通説的理解と考えられる醍醐に代

表させて検討したが,簡単なまとめをおこなっ

ておけば,以下の通りにまとめられよう｡公益

事業における料金規制には,大きく分けて ｢料

金水準｣の問題と ｢料金体系｣の2つの問題が

あり,｢料金水準｣論は適正原価に適正報酬が

加えられた総括原価として計算されるのでいわ

ば ｢総括原価決定｣論 と言ってよい,また,

｢料金体系｣論は,各サービスごとになんらか

の方法で配賦された共通費からなる ｢完全配賦

原価｣論と言ってよいであろう｡ また,料金規

制の問題を考える場合,｢効率的資源配分｣の

問題や ｢所得再配分｣の問題,さらに ｢内部相

互補助｣の問題に留意する必要がある,等にま

とめることができよう｡ 以上の前置きを確認し

て,次へ急 ぐことにしよう｡
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表 1 報酬率規制とRPI-Xとの比較
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報酬率方式 RPト X ｢

利点 ●一一見公正な規制方式として受け入れられやす ●効率向上の誘因が強い○(RPト Xの範

囲内でい○ あれば大きな利益をあげても返還させら

れない○)●広く各国で使われている○ ●過大投資

を避けられる○●管

理が容易である○●内部相互補助をした

くなる誘因がないo欠点 ●効率rlzilと意欲をなくす○ ●大きな利益 (または赤

字)を出し続ける1桐巨(定められた以上の利益を出す

と値下げを命じ 性があるoられるo) ●サービス

を低下させることによって利益を上●過大投資の誘因があるロ●レートベースや報酬率の決定が難しく,訴訟の種になりやすい○●内部相互補助をしたくさせる誘因がある○(規制されるサービスにコストを押しつけた

くなる○) げたくなる誘因があるO(出所) 『海外電気通信』1988年4月号,6ペー ジ｡

ⅠⅠⅠ 英米におけるプライス ･キャ
ップ規制導入の動向をめぐって

本章では,伝統的な ｢公正報酬率規制｣からそ

の代替案 として英米で採用され始め,またNT

Tも導入を望んでいるプライス ･キャップ規刺 (イ

ンセンティブ規制)6)について検討する｡こ

こではその具体的事例をイギリスとアメリカにお

ける電気通信事業に素材を求め,BTやAT&T ･BOCs

におけるその動向を中心に検討する｡1.

BTにおける ｢RPトX｣方式をめぐってイギ

リスにおいて1984年にBTが民営化された

が,そのBTに対するプライス ･キャップ規制

導入に当たっては,電気通信事業研究では世界

的に有名なリトルチャイル ドによる規制案が6) プライス

･キ ャ ソプ税別はその内部に ｢誘因機能｣ を持っており
別名インセンティブ規制と呼ばれている｡このプライス ･

キャ ノブ規制 に関す る先行研究には膨大なものがあ り,

ここて依拠 した井手秀樹 〔19〕,藤 桐 か太郎 ･伊藤規子 〔14〕の他,Bos〔

6〕,Button 〔8〕,Fos-ter〔13〕,Howe

〔18〕, ジ ル ･ヒル ズ 〔20〕,岸井大太郎 〔22〕,McNamara〔30〕

,直江卓彦 〔31〕〔32〕〔33〕,佐 々木勉 〔41〕 〔42〕,Vlekers

〔49〕 〔50〕,Vogelsang〔51〕,渡辺尚史 〔52〕等を参考にされたい｢､ 採

用されている｡ リトルチャイル ド報告は,その規制案

の中で,｢(1)制約を明示 しない方式｣｢(2

)算出量に応 じて税率を変動させ る利益課税方式｣｢

(3)最高報酬率規制 仁一種の公正報酬率規制)｣｢(4

)利益上限規制｣｢(5)市内料金上昇率抑

制方式いわゆる (RPトX)方式｣ とい う5つの規

制案を示 し,｢これ らの案を独占の防止,効

率と革新,規制のコス ト,競争の促進,株の売

却益 とBTの将来性など5つの基準で評価 した結果

, (RPトX)方式が最 も優れた料金規制案で

あるという結論を示 し｣｢この リ トルチャイル ドの

報告に基づ き,1984年にイギリスで一般

に (RPトX)方式 と呼ばれ る料金上限規制が導入｣(〔19〕p.169)された｡

ここで導入された ｢RPトX｣方式 とは,表1

にみられるように後述する従来の報酬率方式(

公正報酬率規制)と比較 して効率性向上の イン

センティブが働 くとするものである｡敷桁するならば,
｢プラ でス ･キャップ (pricecap)とい

われる規別方式｣は,｢料金改定について料

金水準の上昇率にあらか じめ物価水準の変化と連

動する上限 (cap)を規定 してお くものであ｣

り,｢つま り物価スライド制 と上限規制の組合
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表 2 BTの主要サービス価格の変化 (1984年-1987年)

区 分

小売物価指数(RPI)の変化

RPI- 3

認められた借上率-価格の変化

局線賃貸料*

住宅用

事務用

実効価格の変化

市内通話料

ピーク時

標準時

割引時

市外通話 a (56キロメー トルまで)

ピーク時

標準時

割引時

市外通話 bl(56キロメー トルを超える高 トラヒック区間)

ピー ク時

標準時

割引時

市外通話 b(上記以外の56キロメー トルを超える区間)

ピー ク時

標準時

割引時

加重平均

バスケ ットに入っていない料金

住宅用電話の設備料

1984年 1985年 1986年

11月 11月 11月

% % %

十 5.1 + 7.0 + 2.5

+ 2.1 + 4.0 - 0.5

+ 2.1 + 4.1 - 0.1

+ 7.1 十 8.5 + 3.7

十 6.8 十 8.8 + 3.9

十 6.8

+ 6.8

十 6.8

+ 6.8

+ 6.8

+23.1

-10.3

-10.2

十 6.8

-14.0

-13.9

+ 6.8

十 6.4 +18.9

十 6.4 + 6.4

十 6.4 - 3.6

十 6.4 + 1.6

十18.3 十 1.1

十 6.4 十 2.7

-14.0 -12.0

-13.8 -12.0

+ 6.4 -12.0

- 6.2 -16.0

- 4.9 -17.0

+ 6.4 - 6.2

十 3.7 -0.3

十13.3 +ll.8

+ 4.2

+ 1.2

+ 1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

(出所) TheRegulationofBritishTelecom'sprices:A ConsultatlVeDocumentissuedbytheDirectorGeneralofTele-

communlCations,JaIluary1988,Table1,ド.5.

ているプライス ･キャップ規制の上限は,生産

要素の価格の上昇率から,過去の経営合理化実

績に合理化努力要請分を加えて事前に協定され

た生産性の向上率を差し引いた分として設定さ

れ｣｢前者を小売物価指数 (RPI),後者をⅩ%

とおくと, [料金水準の引上率] [RPトⅩ]と

いう範囲内で,料金水準を上昇させることが自

由化される｣(〔14〕p.80)ものである｡ この

プライス ･キャップ規制は,｢米国のAT&T

でも,BTと同様な方式がとられているが,と

もにXの固定期間として4年間ごとに見直しが

行われることになっている｣｢具体的には,英

国のBTでは (RPI-Ⅹ)のXが導入当初 3%

から,改訂で1989年 8月より4.5%となり (当

初のみ 5年間 3%に据置 き),さらに適用期間

半ばであるが,電気通信の市場構造に対する政

策変更に伴って,1991年 8月から6.25%と強化

されてきている｣(〔14〕p･80)｡また現在のX

は7.5%で,これは1993年 8月から1997年 7月

まで適用されることになっている｡

次に表 2であるが,これは RPトⅩ方式が導

入されて以降の1984年から1987年にかけてのB
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Tの主要サービス価格の変化をみたものである｡

ここから読み取れることは, ピーク時市内通話

料の35.1%の値上げ, ピーク時市外通話料の

32%の値下げであ り,また認められた値上げ率

は7.6%である｡

以上,ここでは簡単にイギリスのBTに導入

されたいわゆる ｢RPトⅩ｣が どうい うもので

あるか,またそのXの推移について,そしてこ

の方式が導入されて以降の通話料金の変化につ

いて概観 した｡次いで節を変え,アメリカにお

ける状況について検討す ることにしよう｡

2.AT&T,BOCsにおける規制の状況

イギリスの料金上限規制は,先述の通 り,ア

メリカにおける規制制度の見直 しに大きな影響

をあたえたとされ,FCC (連邦通信委員会)

が採用したプライス ･キャップ規制は,BTに

おいて実施されているプライス ･キャップ規制

ときわめて似た方式である｡ ここではFCCの

資料に基づいて,アメリカにおける規制の状況

を長距離通信事業者であるAT&Tと市内電話

会社であるBOCsについて詳 しくみてい くこ

とにしよう｡

まずAT&Tの規制であるが,ここでは ｢F

CC公衆通信事業者局報告書｣に基づいて検討

することにする｡この報告書は,1990年10月16

日に米下院電気通信小委員会に対 し,｢価格上

限規制下におけるAT&Tの業績｣7)と題 して

提出された報告書である｡ この報告書は ｢米国

議会は,AT&Tの価格上限規制の実施 に当

たって,消費者への悪影響を懸念 し,価格上限

規制の実施状況報告書を求めていた｣のに応え

て提出されたもので,｢63ページに及ぶこの報

告書は,価格上限規制実施後 1年間におけるA

T&Tの料金改定,財務,市場シェア,新サー

ビス,サービス品質等 の調査結果を詳細に報

7) この ｢価格上限規制下 にお けるAT&Tの業績｣
(AT&TIs perfomaneeUnderPrlCeCap Regulation,

1990.10｣ は,本文で利用 した以外に ｢料金値上げ｣
｢市場ショア｣｢新サービス｣｢サービス品質｣等にも言

及 している｡詳細は,同報告書 〔46〕を参照のこと｡
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告｣しており ｢この報告書の中で,FCCは報

酬率規制の場合に予想される値下げ額より3.84

億 ドルも多 くの料金値下げの恩恵をユーザーが

受けて｣(〔46〕p･62)いる,と述べている｡

FCCは,1989年3月にAT&Tの州際通信

料金に対 し価格上限規制を採択 し,同年7月1日

から実施 したが ｢この価格上限規制では,AT

&Tの州際通信サービスを3つのバスケットに

大分類 して,バスケットごとの加重平均料金を

毎年 『GNP･PI(国民総生産物価指数)-

3%± (外生的コス ト変動)』の範囲内で値上

げを認めることにした｣｢この 3%の内訳は,

AT&Tの過去の生産性向上実績2.5%と消費

者生産性配当0.5% (AT&Tが努力 して,坐

産性を向上させ,消費者へ還元すべき率)であ

る｣｢外生的コス ト変動 (%で表示) とは,ア

クセス ･チャージや税金等,AT&Tが通常コ

ントロールで きないコス トの増減率である｣

｢バスケットごとの加重平均料金の改定幅が上

記の価格上限の範囲内で,かつバスケット内の

各サービス料金がこの価格上限より上下 5%の

改定許容幅内にあれば,簡易な審査で料金改定

を認可する｣｢なお,住宅加入者を保護するた

め,夕刻市外通話 (MTS)料金と夜間/週末

市外通話料金の改定許容幅は 5%ではな く,

4%になっている｣｢また,住宅加入者が主 と

して利用するサービスだけの料金値上げを防止

するため,住宅加入者が支払 う平均料金は,

『GNP･P1-3%』を基準として毎年 1%を

超える値上げは認めない (毎年,実質2%の料

金値下げになる)｣(〔46〕pp.62-63)とするも

のである｡

また同報告 は ｢AT&Tの料金改定状況｣

｢AT&Tの利益｣について,以下の通 り説明

している｡｢価格上限規制の実施 日 (1989年 6

月30日) と1年後の1990年7月 1日の間に,早

純平均で価格上限指数は2.3%,また実際の通

信料金がこれより2%多い4.3%値下が りして

いる (表 3参照)｣｢AT&Tは価格上限規制へ

移行後も,州際サービス全体の報酬率をFCC

-毎年報告することが義務づけられて｣お り,
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表 3 価格上限規制下におけるAT&Tの料金改定状況

バスケットとサービス 1990年7月 1日の価格指数(注 1) 実際の料金値下 (値上)辛 (注 2

)許容下限 一 一許容上限 i(1989年6月30日現在の料金と対比

)I全バスケット平均 (注 3)価格上限指数 95.0 i

- 2.3%実際価格指数 93

.4 - 4.3%住宅向け通信料金指数

94.5 - 4.4%バスケット1価格上限

指数 94.3 - 2.4%実

際価格指数 94.3 - 4.2%住宅向け通信料金指数サービス別昼間市外通話 (MTS) 94.5 95.5 - 4.4

%86.3 91.8 95.5 - 4.1%夕

劾市外通話 90.1 91.4 98.8 - 8.1%夜間/週末市外通話 93.4 99.9 102.4

0.3%国際通話 88.8 94.6 98.3 - 4.

6%手動通話 .カー ド通話 90.9 98.7 100.6

0.1%リーチアウ ト.アメリカ 85.5 88

.5 94.6 - 8.9%バスケット2価格上限指数 94.0 - 2

.9%実際価格指数サービス別レデ ィラ イン800サービス 92.8 - 4.6%84.8

90.2 93.9 - 6.5%AT& T800サービス 88.

8 94.7 98.3 - 3.8%メガコム800サービス 80.0 85.3 88.5 -

7.6%その他800サー ビス 87.0 90.0 96.3 -10.0%

バスケッ

ト2 F - 1.6%価格上限指数

96.7実際価格指数 93.1 - 4.0%

- 5.2%サービス別プロWATS 86

.7 91.1 95.8AT& TWATS 89.

8 94.7 99.2 - 0.1%メガコム 84.0 88

.6 92.9 - 4.5%SDN 73.0 76.8 80.7 - 6.

2%その他の交換サービス 94.3 99.0 104

.2 - 1.2%音声級専用回線 93.2 98.1 103.0 - 3

.1%その他の専用回線 72.2 76.1 79.8 -23.2%

注1) 1988年12月31日硯在の通信料金を100と

して指数を算出｡注2) 1990年 7月1H現在の

料金を1989年6月30日硯在の料金と対比こ､(価格上限規制の実施日は1989年 7月 1日)｡注3) ハスケ ノト1-3の料金を単純平均 して算津.｡(出 所) FederalCommunlCatl()nSeOmmlSSion:AT&
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表 4 AT&Tの報酬率

期間 :1989年 7月 1日～1990年 6月30日

項 目 州際サービス (単位1,000ドル)

総 収 入 25,410,1

39総 費 用 税 金 24,094

,819純 利 益 1,3

15,320レートベース (平均純投資額) ll.320,845

報 酬 率 ll.62%(出所) FederalCommunicationC()mmlSSIOn:AT & T'sperfo

rmanceUnderPriceCapRegulation,()ctober1990,CHART

[トA,ド.20.｢AT&TがFCC

に報告 した価格上限規制下での報酬率は,表 4の と

お り11.62%である｣｢この報酬率は価格

上限規制の実施前 とほぼ同水準であ り,FCC

では,この程度の利益水準であれば,AT&T

が自社のサービスを十分維持 ･改善

できると判断している｣｡最後に ｢結論｣ とし

て ｢FCCでは,AT&Tの価格上限規制は

,上記のように良好な成果を上げているとの結論

を出している｣｢また,必要に応 じて将来,

現行の価格上限規制を修正するほか,タリフ (

約款)やデータを継続的に調査 し,問題が見つ

かれば,措置をとる用意があると述べている｣(〔46
〕pp.63-67)｡次にBOCsなど

の市内電話会社について検討するが,ここでは

｢米国市内電話会社の州際通信サービスの対す

るプライス ･キャップ規制<支配的通信事業

者の料金に関する政策 と規制>｣8)と題する資

料に基づ き検討する｡この8) この ｢米国市内電話会社の

川際通信サービスに対するプライス ･キャ リプ規制<支

配的通信事業者の料金に関する政策と規制>｣は,280

ページに及ぶ膨人なものである｡本文ではそのほんの 部

しか利用できていないが,詳細は同裁定 〔47〕を参照の

こと｡なお,川際通信サービスについてはFCCが税別

しているが,川内のサービスについては各州の公益事業委員

会が規制を行っている,1その詳細については言及で き

ないが ｢最近の調査では.殆ど全部の州で何らかのイン

センティブ規剛や規制緩和が少なくとも一部の電話会社

に対して採られていることが分かっている｡また,その

多くでインセンティブ規制と規制緩和の双方を採用している

｡26の州で,収入または利益の分配をベースとして

インセンティブ方式や,プライス ･キャップ方式,ある

いはこの混合方式が採用されている｡23の川で,その管轄内にある電話会社の仝/ 57資料は,FCCが,

市内電話会社の州際通信サービス (主に長距離

通信事業者へ提供する州際アクセス ･サービス

)に対 しプライス ･キャップ規制 (価格上限規制)

を1991年 1月 1日から実施する裁定 (1990年9月19日) とし

て採択 したものである｡FCCが採択 した

市内電話会社の価格上限規制方式は,同裁定に

よれば以下の通 り説明される｡｢AT&Tと基

本的に同 じであ り,価格上限計算式 『GNP･PI

(国民総生産物価指数)-Ⅹ(生産性向上率)±

(外生的コス ト要因)』を採用 している｣が

,しか し ｢加入者回線部分の 『着信事業者共用

回線アクセス ･チャージ』については, トラヒ

ック増による収入増の半分を顧客 (長距離通信事

業者)-還元する制度を採用 している｣また

,このほか,次の点がAT&Tの価格上限規別と異

なっているとして ｢(1)市内電話会社の州際

通信サービスの報酬率が高くなりすぎた場合,

過大利益の一書は たは全部を料金値下げの形で顧客-還

元する｣｢(2)逆に,報酬率が低 くなりす

ぎた場合は,低 くなりすぎた分の料金値上げを認める

｣｢(3)価格上限計算式のX (生産性rElJJ上

率)をAT&Tの3%に対し,州際アクセス ･

サービスについては,過去の実績に基づき3.3%とした｣

｢(4)さらに,Xとして4.3%を選ぶことを認

める｡4.3%を選択 し＼部または 一部に対 して規削緩

和または簡素化された規制を行っており,23の川で何ら

かの新規制案を検討中である｣([21〕p 45し その詳細 については,〔
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表 5 サービス ･バスケ ットと料金上限

バスケットの種類 価格上限 (注)

(1) 共用回線 (加入者回線) GNP .PI-3.

3%(commonlineservices) (またはGNP .PⅠ-4

.3%)(2) トラヒックに応 じて変動するサー

ビス 同 上(trafficsensitivese

rVices)(3) 専用回線アクセス

.サービス 同 上(specialaccesss

erVices) ロ(4) 特殊な州際サービス (FCC規則第69部規定の

ない GNP .PⅠ-3%intereXchangeserVices)

(またはGNP .PⅠ-4%)(注) 税制改定の外生的コス ト要因は価

格上限計算式の中で認められている0(出所) 『海外電気通信』1

991年 1月号,34ページ｡表 6 州際アク

セス ･サービスの過大利益の還元方法注1) 特殊な川際サ-ビスについては,3.3%の代わ りに3%,また4.3%の代わ りに4%を適用する｡

注2) プライス･キャップ規制を選択しない中小規模の市内電話会社は,引き続き報酬率規制を

受けるが,標準報酬率は11.25% (

1991年 1月 1日以降実施)である｡(出所) 『海外電気通信』1991年 1月号,3

4ページ｡た市内電話会社は,料金値上げの上

限が低 くなるが,生産性を高め,報酬率が大き

くなっても,より多くの利益を社内に保留できる｣
｢そのほか,AT&Tの価格上限規制 と同様

に,バスケットとサービス別の改定許容幅を設

けているほか,実施状況の監視を充実させてい

る｣｢この価格上限規制は,大手市内電話会社8社

(RBOC<地域ベル電話会社>7社とGTE)に対

し強制的に適用されるが,その他の中小規模の市内電話会社は,従来の 『報酬率規制

』 と新制度の 『価格上限規制』のいずれかを自

主的に1選択できる｣｢FCCは今回の価格

上限規制の採択と同時に,報酬率規制を希望す

る中小規模の市内電話会社-適用する公正報酬

率を,最近の市場金利等を考慮 して, 1991年1月1日か ら ll.25% (これまでは1

2%) に改定する裁

定を採択 した｣(〔47〕pp･18-1

9) と説明している｡(表 5.6参照)な

お,本稿では市内電話会社については大手市内

電話会社のB()Csを中心に検討 しているため
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制の制度についてその中身を検討 した｡ここで

ごく簡単にまとめを行っておけば,以下の通 り

にまとめられよう｡

1984年にBTが民営化され,そのBTに対す

る料金規制にはリトルチャイル ドによる規制案

が採用された｡この規制案は RPLX と呼ばれ

るもので,その中身はRPI (小売物価指数)

からⅩ (生産性の向上率)を差 し引いた水準ま

での料金上昇を自由化させるものである｡ この

Xは,当初 5年間 (1984年-1989年)のみ 3%

に据え置かれ,以降1989年8月-1991年 7月は

4.5%,1991年 8月-1993年 7月は6.25%,堤

在の1993年 8月-1997年 7月までは7.5%と推

移 してきている｡ また,RPトXが導入されて

以降の約 3年間の通話料金の状況をみると,市

内通話料金の約35%の値上げ,市外通話料金の

約32%の値下げとなっている｡

また,アメリカでの状況をみると,ほぼイギ

リスにおける規制と似た方式であるが,ここで

採用されている指標はGNP･PトⅩ%± (外生

的コス ト変動)である｡ このXの値であるが,

AT&Tの場合は3%であ り,州際アクセス ･

サービスについては3.3% (4.3%の選択可能)

となっている｡ また,過大利益をあげた場合そ

の利益の一部ないし全部を料金値下げの形で顧

客へ還元する枠組みが組み込まれている｡ プラ

イス ･キャップ規制を選択しない中小規模の市

内電話会社については,従来通 りの報酬率規制

を受け,その場合の標準報酬率は11.25%であ

る｡

このプライス ･キャップ規制は,日本におい

て紹介される場合そのメリットが強調される規

制制度であ るが,それでは この プライス ･

キャップ規制に問題点はないのか,従来の公正

報酬率規制と比較 してどのような問題点がある

のか,は次章の課題である｡

ⅠⅤ 公正報酬率規制 ･プライス ･
キャップ規制をめぐって

本章では,公正報酬 率規制 とプライス ･

キャップ規制をめぐってその構造や問題点を検
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討するが,まず第 1節では,長年公益事業分野

において伝統的な料金規制であった ｢公正報酬

率規制｣の構造と問題点から検討 し,次いで第

2節では,この問題点の第 1にあげられこの間

題を考える場合避けて通れないいわゆるA-J

モデルについて,その主旨 ･問題点を検討する｡

最後に第 3節では,公正報酬率規制 とプライ

ス ･キャップ規制との比較を行いその問題点を

析出することにする｡

1.公正報酬率規制の構造と問題点

公正報酬率規制の中身は,その教科書的理解

に基づけば以下の通 り説明される｡ 公正報酬率

規制 とは,総括原価決定の際の,｢事業報酬｣

を算定する方法で,｢事業運営に真実必要 とな

る資産の価値額 (Ⅴ)か ら減価消却 累積 額

(刀)を除いた資産の純価値｣を ｢事業資産｣

(レー ト･ベース)とし, これに ｢公正報酬率

(FairRateofReturn)を乗 じて事業報酬を算

定する｣｢事業資産は資本勘定では負債資本 β

と自己資本 Eからなるので,他人資本利益率

を J,自己資本利益率を クとすれば,公正報酬

率 卓 は,

B E

≠=一▽三百 Z+ ∇二百P

によって決定されることになる｣｢すなわち,

公正報酬率は,負債 ･資本比率,他人資本利益

辛,自己資本比率,自己資本利益率の4つの要

素から決定されること｣(〔38〕p.238)になる｡

この伝続的 ｢公正報酬率規制｣については,

公益事業研究者からいくつかの問題点9)が指摘

されており,ここでは井手秀樹に代表させて検

討することにしよう｡

井手秀樹は,この ｢公正報酬率規制｣におけ

る問題点として4点指摘 し,以下の通 り述べる｡

その第 1は,｢従来からしば しば指摘されてい

るように,公正報酬率規制は収益率を規制する

9) ｢公正報酬率規制｣の問題点については,本文で指摘

した井手秀樹 〔19〕の他,Allison〔1〕,Barkovich〔3〕,
Berg〔4],Crew 〔9〕,Danlelsen〔10〕,清野一泊 〔25〕,
桑原秀史 〔27〕,Needham 〔34〕等 も参照のこと｡
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ので,より大きな利潤を得ようとする企業は,

資本集約的な生産方法あるいは資本集約的サー

ビスの生産へ偏る傾向がある｣｢いわゆるアバ

ーチ ･ジョンソン (AIJ)効果の問題である｣

｢これは会計上の収益率が粗利潤を資本ス トッ

クで割ったものであるので,資本ス トックを大

きくすれば許される利潤の絶対額が大きくなる

ことによる｣(〔19〕p.163)と述べる｡次いで

第 2の問題点として,｢公正報酬率規制そのも

のの基本概念は単純なものであるが,この概念

の適用はきわめて複雑で,悪意的なものといえ

る｣と,述べ,その例として ｢被規制企業が複

数のサー ビスを提供 している場合,共通費

(commoncost)を各サービスに配賦 し,料金

を設定す る｣｢伝統的な費用配賦規制 として

もっとも一般的な完全費用配賦規制では,各サ

ービスに直接帰属させることができる費用以外

の費用については各サービスの売上高,生産量,

生産に利用される資産,直接費用等を基準に比

例 按 分 の 形 で 配 賦 して い る｣ (〔19〕 PP.

163-164)ことを上げる｡続けて第3に,｢公正

報酬率規制の下では,被規制企業はコスト引下

げやイノベーションに対するインセンティブに

欠ける｣｢これは公正報酬率規制が基本的には

コスト･プラス方式による料金決定であるから,

費用が上昇すればそれを安易に利用者に転嫁で

きることに帰国している｣(〔19〕pp.164-165)

と,述べる｡ そして最後に ｢公正報酬率規制は

費用,報酬額,料金について規制当局に残され

た裁量の余地は大きい｡したがって料金決定の

プロセスではさまざまな利用者グループの政治

的な判断の介入を避けえないという問題があ

る｣(〔19〕p.165)と, 4つの問題点を指摘す

る｡

以上,公正報酬率規制にともなう問題点を列

挙したが,ここで述べられている問題点は他の

公益事業論者も同様に指摘 していることで,請

者によりその説明に若干の差異があるとはいえ,

基本的に同じものである.｡

この公益事業分野で伝統的な料金規制とされ

てきた ｢公正報酬率規制｣の問題点をキーワー

ド風にまとめると,<アバーチ ･ジョンソン効

果><共通費配賦の悪意性><コス ト引き下

げ ･イノベーションに対するインセンティブの

欠如>の3点に集約することができよう｡

以上で簡単ではあるが,公正報酬率規制をめ

ぐる構造とその問題点について検討 してきた｡

ここで述べられている<アバーチ ･ジョンソン

効果> (ないしは ｢アバーチ=ジョンソン･モ

デル｣)については,公正報酬率規制を考える

場合によく引合いに出され,この間題を考える

上で重要な提起をされた問題なので,節をかえ

もう少し検討することにしよう｡

2.アバーチ=ジョンソン･モデル

このアバーチ-ジョンソン･モデルとは,約

30年前の1962年に 『アメリカン･エコノミッ

ク･レビュー』誌に掲載された ｢規制制約下の

企 業 の行 動｣(BehavioroftheFirm under

RegulatoryConstraint) と題する論文 (〔2〕)

で提示されたモデルであり,その主旨は ｢被規

削企業は事業費用を高 くするばか りでなく,辛

業報酬額 もより大きくする誘因をもつ｣｢被規

制企業は,規制当局が決定する公正報酬率を変

更することは無理としても,いったん決定され

た公正報酬率の下で報酬額をより多く確保する

ために事業資産を過大に保持 しようとする傾向

がある｣ (〔48〕 p･87) とす る もので,当時

｢経済的規制に関係 した世界に衝撃を与えた｣

とされるものである｡

このアバーチ=ジョンソン･モデル (以下

｢A-Jモデル｣という)で述べられた内容を敷

桁すると,｢第 1に,費用逓減の規制産業では

平均費用料金形成がセカンド･ベス トながら現

実妥当な方式であり,この料金形成方式を採用

する限りでは公正報酬率規制が公正妥当な方式

であると判断されて,少なくとも自由主義圏の

各国においてはこの方式が採用されてきたが,

被規制企業が費用最小の投入財組合せとは違っ

て,資本過大の投入組合せを選択すること｣を

指摘するものであ り,｢第 2に,公正報酬率は

資本の機会費用や正常利潤の概念を援用して,
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長期利子率に近づけるのが公正妥当であると判

断されてきたが,公正報酬率がこれに近づ くに

従って資本過大の傾向は一層強くなる｣(〔48〕

p.89)ということを指摘 ものであった｡

このA-Jモデルが,規制当局や公益事業研

究者に与えた衝撃が大きかっただけに,その後

にA-Jモデルを吟味する研究10)が続々と発表

されたが,ここではこのA-Jモデルの意義に

ついてのみ言及することにしよう｡

佐々木弘は,その 『現代公益企業論』の中で,

このA-Jモデルについて詳 しく検討 した後,

このA-Jモデルの注目すべき点 として,以下

の 3点をあげる｡ まず第 1は,｢規制的制約下

の公益企業の行動パターンに関する興味深い諸

特徴が示されたのみならず,また,今後実証的

に検討することが可能な多くの分野の存在が暗

示されたこと｣｢たとえば,なぜ規制は本来意

図しなかった経済的諸結果をもたらすのか,現

行の報酬率規制方式はその有効性の点で問題は

なかったか,などに分析の糸口を与えるととも

に,他の制約要因,または,他の企業目的のも

とではいかなる結果がもたらされるのか,とい

う重要な問題領域-の道を拓 くものである｣

(〔39〕 p･126)ど,述べ る｡ 次いで第 2に,

｢分析手法上,規制の研究分野において,最初

の 『分析的アプローチ』 と考えられるアバー

チ ･ジョンソンの研究は,なお,未熟なものを

もってはいたが,伝統的な企業の経済理論を規

制的制約下の公益企業行動の分析にまで拡大さ

せた野心的な試みであったのみならず,また,

規制モデルに関するその後にひきつづ く一連の

諸研究にとって出発点となったことが高く評価

されなければならない｣｢それら諸研究は,主

として静態的かつ決定論的な部分均衡分析によ

りながらも,従来たんに歴史的あるいは記述的

にのみ扱われてきた諸問題を相当体系的に取扱

い,簡潔なモデルの枠組みの内部ではあったが,

何が重要な問題かをわれわれに提示することに

10) ｢A-Jモデル｣を端緒 とするその後の論争について

は省略せざるを得ないが,その詳細については,植草益

〔48〕,佐々木弘 〔39〕等を参照のこと｡
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よって,これまでの公益企業研究にみられた濃

厚な制度主義的方法の欠陥を補う側面をもって

いた点が意義深いのである｣(〔39〕p.127)と

する｡ 最後に,｢アバーチ ･ジョンソンの研究

は,報酬率規制に服しながら,利潤極大化を志

向する独占企業の理論を開発したのみでなく,

それがさらに一層拡大 ･発展されることによっ

て,今後規制的制約下の企業行動一般理論にま

で高められる可能性をもつ点も注目に値するも

のであった｣(〔39〕p.127)と評価される｡｡

以上で簡単ではあるが,伝統的な料金規制で

ある ｢公正報酬率規制｣の構造と問題点,また

この ｢公正報酬率規制｣に関連するA-Jモデ

ルの主旨 ･意義について検討 した｡それでは,

ここで検討 したこの公正報酬率規制の欠点をカ

バーする代替案といわれ,すでにその制度につ

いて概観 したプライス･キャップ規制 (インセ

ンティブ規制)について,この公正報酬率規制

との比較を行い,その問題点を節を改めて検討

することにしよう｡

3.公正報酬率規制とプライス･キャップ規制

との比較 ･問題点

さて,この両規制の比較に当たっては岡田羊

祐 ･鈴村興太郎の言に耳を傾けることにしよう｡

氏は ｢公正報酬率規制とプライス ･キャップ規

制とを比較するに際しては,料金<水準>の決

定と料金く構造>の決定とをはっきり区別する

必要がある｣と前置きし,以下両規制の特徴を

｢料金<水準 >の決定に関 してはプライス ･

キャップ規制は硬直的であって,その改定はあ

らか じめ定められた期間ごとに定期的に行われ

る仕組みになっている｣｢これに対 して公正報

酬率規制のもとでの料金水準の決定は,企業が

料金改定を求めて提出する費用情報に基づき,

規制機関が公正報酬率に見合う料金水準を計算

して行 うことになっている｣｢したがって,堤

制機関による費用の査定に時間は要するにせよ,

料金改定のタイミングに関しては,基本的に企

業側にイニシアティブが握られているわけであ

る｣(〔37〕 p.153)と,述べる｡ そ して ｢これ
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に対 して,料金<構造>の決定に関して硬直的

なのは公正報酬率規制の方であって,(電気通

伝)事業法が要求するように 『不当な差別的取

扱い』を排除する目的で,個々のサービスごと

に料金の認可を受けることが要求されている｣

｢これ とは対照的にプライス ･キャップ規制の

もとでの料金構造は遥かに伸縮性に富んでいて,

サービス ･バスケ ット内の料金構造の決定は基

本的に企業の自主的判断にゆだねられている｣

｢このように,プライス ･キャップ規制の最大

のメリットのひとつは,料金構造の柔軟化の実

現 を 容 易 に す る こ とで あ る｣(〔37〕 pp.

153-154)と,述べ プライス ･キャップ規制の

メリットを強調する｡

次に, このプライス ･キャップ規制の問題

良 ll) について検討する｡ 重要な論点であるの

ll) このプライス･キャノブ規制の問題点については,他
に,佐 木々弘が以下の11点について詳しく指摘している｡
その詳細については省略せざるをえないが,その指摘さ
れた問題点のみを列挙すると,以下の通りである｡①プ
ライス･キャップとして与えられた ｢料金上限｣を公益
企業が ｢上限｣ではなく,｢権利｣だと誤解してしまい
かねない懸念が常につきまとう｡②いかに規制のための
コストが軽減されるとしても,料金の上限の基礎として
｢小売あるいは消費者物価指数 (上昇率)｣という,総合

的な指数で代用することは果して適切か｡③フォーミュ
ラのXの値は,一般にどのように決定されるの
か｡･･･Xの値が懇意的に決定されるおそれはありえ
ないことではない ｡･･･このXの決定をめぐっては,
｢意見の対立が多い｣｡④上の③3の問題点と関連して,
生産量の変化に応じた何らかの調整をすべきか否かも議
論のある点であろう｡･･･生産量の変化が酎立当たり
のコストの大きな決定要因であるとすれば,それに対す
る何らかの調整を明確な形で組込むべきだと思われる｡
この点如何｡⑤プライス･キャソプ規制では,通常上限
料金は企業によって供給される｢サービス･バスケッ
ト｣について規定されることになるが,キャップを付す
る対象となる｢バスケソト｣をどのように構成すべきな
のか｡⑥何らかの (加重)平均値としての全般的プライ
ス･キャノブか個 の々サービスのキャノブかの問題｡⑦
規制の適用対象となるサ-ビス･バスケノトに含める主
要サービスの内容をどう盛り込むか｡その場合の基準如
何D(参プライス･キャップ規制の適用期間 (イギリスの
電気通信事業のケースでは,当初 ｢5年間｣,次に｢4年
間｣とされた)は,いかなる根拠により決められたか｡
⑨プライス･キャップ規制の下では,企業の利潤動機が
強く働いて,規制当局からの規制が前提とされないサー
ビスの質的側面の低下を招きやすいことにならないか｡
⑲プライス･キャップ規制の下では,本当に｢企業の優
秀な経営や経営努力によりもたらされる成果｣と｢そ/

でやや長 くなるが援用すると,同じく岡田 ･鈴

村によれば ｢公正報酬率規制につきまとう欠陥

のひとつは,被規制企業が提出する費用情報の

真偽を確認する独立の手段が規制者側に備わっ

ていないため,被規制企業は費用情報を武器と

して規制を戟略的に操作することができ,企業

努力の欠如に起因する費用条件の悪化をも規制

料金の上昇に転嫁する可能性があるという点で

あ｣ り ｢それでは,プライス ･キャップ規制の

仕組みは事業者による規制の戦略的操作可能性

という欠陥を克服できるように設計されている

だろうか｣(〔37〕p.157)と設問する｡ そ して

｢プライス ･キャップ規制を受ける事業者は調

整項Xが許容する範囲内で費用条件や収益率 と

は無関係に料金改定を自由に行 うことができる

ため,サービス ･バスケットの構成や調整項X

が見直される次の時点までは,自己の革新努力

によって実現された生産性上昇にともなう報酬

の増加分を自由に処分する権利を認められてい

る｣｢プライス ･キャップ規制の仕組みには事

業者に対 して事業の内部効率性を高めるように

動機づける誘因機構が原理的に備わっている｣

(〔37〕pp.157-158)と述べる｡ また ｢プライ

ス ･キャップ規制がもっこの特性に関しては,

注意を払 うべき点が少なくとも2つある｣と注

意を喚起 し,その第 1は,｢調整項Xの見直 し

方法にかかわる注意であ り｣その第 2は,｢上

限となる料金<水準>の決定方法にかかわる注

意である｣(〔37〕p.158)と述べる｡

<調整項Xの見直し方法>についてはその基

本原則は単純であるとし,｢従来Ⅹの値が過小

に設定されていて,被規制企業がその革新努力

の成果によって高い収益率を実現 している場合

には,規制の見直 し時期において新たな調整項

Xは上方に修正されるであろうし,逆にXが過

大に設定されていた場合には,新たな調整項Ⅹ

＼うでない成果｣とを区別しうるのか｡⑪プライス･
キャノブ規制の下で何らかのコストの削減や経営上の成
果が生じたとき,それが公益企業のみによってではなく,
消費者にも応分の還元が常に保障されるといえるか
圧40〕pp116-126)｡
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は下方に修正されるであろう｣ しか し,この単

純な修正方法には2つの問題点が潜んでいる,

として ｢第 1に,従来のXが過大であったとか

過小であったという判断は,結局のところ企業

がそのXのもとで実現 した収益率の水準に基づ

いてなされるほかはない｣｢そのため,見直 し

時期に際して規制当局は収益率の実績値を計算

するために費用情報を必要とすることになる｣
｢す なわ ち,公正報酬 率規 制 とプ ライス ･

キャップ規制は,結局のところ同じ費用情報を

必要 とするのである｣｢このことは, 2つの規

制方式の間には費用情報が必要とされる時点に

相違はあるが,情報必要量に関する差異は事実

上存在 しないことを意味 している｣｢第 2に,

調整項Xが上記の方法で修正される仕組みを理

解できる<合理的>な企業であれば,内部効率

性を高める誘因機構 としてのプライス ･キャッ

プ規制の機能はなかば麻痔 してしまうことにな

る｣｢なぜならば,革新努力によって今期高い

収益率を実現 しても,次の見直し時期に際 して

規制当局はその事実を勘案 して従来より厳 しく

調整項Xを修正するとい う仕組みを予測すれば,

企業は将来厳 しい水準で生産性を上昇させる義

務を招き寄せる結果を避けるため,あえて内部

効率性を高めようとする動機を失ってしまうこ

とに な りか ね な いか らで あ る｣(〔37〕 pp.

158-159)｡次に,料金の上限<水準>の決定方

法について検討するとして ｢市場で形成される

真に効率的な価格は,本来ならば需要サイドと

供給サイドの両面から決定されるものである｣

｢すなわち,供給側に規模の経済性が存在すれ

ば需要の成長にともなって効率的な価格は下落

するであろうが,供給側で規模の不経済性が支

配すれば需要の成長にともなって効率的な価格

は上昇す るはずである｣｢ところが, プライ

ス ･キャップ規制の仕組みでは需要に関する情

報は小売物価指数という粗いフィルターを通 し

て利用されるよりほかはないし,企業の費用条

件の変化もまた,小売物価指数に反映される限

りにおいて利用されるに過ぎない｣｢このよう

に不完全な指数でフィルターした需要 ･供給情
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報を用いて決められる上限料金が,効率的な価

格水準を正確に反映している必然性はまった く

ない ことは否めない｣(〔37〕p.159)とし,

｢以上の検討結果から明らかなように,現行の

公正報酬率規制に対する代替方式として,プラ

イス ･キャップ規制方式は決して万能の特効薬

ではな｣ く ｢この規制方式の採用に意義がある

とすれば,その意義は料金体系の完全自由化に

至るまでの過度的措置として料金構造の伸縮性

を高め,価格戟略の機敏な利用と革新導入に動

機づけを与えることによって,競争のルールと

制度に事業者を習熟させるという面に求められ

るべき｣(〔37〕p.159)である,と述べる｡

ここでも述べられているように, 日本におい

てこのプライス ･キャップ規制が紹介されると

き ｢この方式に対する評価が相当高いのは,い

ささか驚かざるをえない｣ (〔40〕p.127),｢我

が国では過大評価されることの多い｣ (〔21〕p.

44)プライス ･キャップ規制であるが,この規

制方式とて ｢万能の特効薬｣ではあ りえず,さ

らなる制度 ･条件づ くりが必要であることが指

摘されている｡

Ⅴ お わ り に

｢はじめに｣の課題設定でも言及 したごとく,

本稿は,近年の電気通信事業をめぐるめまぐる

しい制度 ｢改革｣やその中でかつての伝統的な

料金規制である ｢公正報酬率規制｣からNTT

がその導入を要望 している ｢プライス ･キャッ

プ規削｣ とはどのような制度であるのかを概括

し,今後の日本における電話事業の料金規制を

いかに行っていくかを考える素材を提供するも

のであった｡ このプライス ･キャップ規削に

ついては,現在この規制を採用 しているイギリ

スのBT,アメリカのAT&T,BOCsにつ

いてその状 況を概観 し,またこのプライス ･

キャップ規制が従来の公正報酬率規制と比べて

どのような問題点を持っているかについて検討

した｡繰 り返 しになるが,再度 プ ライス ･

キャップ規制の数ある問題点のいくつかについ

て簡単なまとめを行っておけば以下の通 りまと
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められよう｡

まず第 1に,1980年代後半実際BTにおいて

なされたように ｢サービスを低下させることに

よって利益を上げたくなる誘因が働 く｣ことで

ある12)｡ 第2に,郵政省とNTTがその積算根

拠をめぐって評価が分かれた市内 ･市外の収支

状況などの ｢費用情報の真偽｣13)の問題である｡

敷桁するならば ｢被規制企業が提出する費用情

報の真偽を確認する独立の手段が規制者側に備

12) このBTのサービス低下のインセンティブについては

正江垂彦が詳 しく以下の通 り述べる｡｢BTの民営化に

あたり英国政府は,かなりゆるやかな公共規制の枠組み

をBTに対 して課す という政策を採用 した｣｢その結果,

BTは人幅な経常の自主権を与えられ,競争市場におい

て最も重要な料金規制のあり方についても,政府は小売

物価指数-3O/.以内であれば釦1日こ料金改訂ができるい

わゆるプライス ･キャップ制を導入することにより,氏
′首化の目的がより効果的に達成できることを期待 した｣

｢BTは民営化後,そのような政府の電気通信政策の中

で,大幅な機構改革と人員整理を伴う合理化対策を実施

するとともに,料金についてはプライス ･キャップ制を

最人限に活用 して,競争的市場が形成されつつあるサー

ビスの料金を人幅に値下げするとともに,これまで政策

的に低い料金水準に抑えられてきたサービスの大幅な値

上げにより,全体的には料金水準を引き下げているとは

いえるものの,競争に対抗 し得る料金体系の実現へと大

幅なリバランスをサービス間で行うという戦略を展開し

た｣｢このような料金戦略は,BTの経営業績を大きく

向上させることになったが,その一方で,従業員の不満

の増大,競争相手 として市場-の算入を認められたマー

キュリー社の伸び悩み,住宅用加入者の料金に対する不

満など変革にともなうさまざまな問題を発生させること

となった｣｢特に, BTが業績を重視するあまり,保守

体制を軽視するといった行き過ぎた合稗化の結果,BT

のサービスの水準が悪化 し,利用者やBTの監督機関で

ある電気通信庁 (()FTEL)から強い批判が吊るなど,

艮営化のマイナスの側面も現れ.BT民営化後数年を経

て英国の電気通信政策は人きな試練に立たさせることと

なった｣(〔32〕pp.50-51)｡｣

13) ｢費用情報の真偽｣の問題については,共通費用の配

賦の悪意性 とも関連するが,ここでは ｢市内 ･市外の収

支構造｣を例にとってみよう｡NTTは1989年に通話別

収支を初めて公表 したが,ここで明らかにした1987年度

収支で,市内は営業損益段階で752億円の赤字,市外は

1兆571億円の大幅黒字 と発表 した｡この収支をめ ぐっ

ては,｢市外通話の場合,『足回り』 といわれる市内回線

を通過 してから市外回線に入るため,郵政省は,『足回

り』部分の収支 も市内収支に含めるようNTTを指導し

ているが,NTTが今回公表 したのは 『足回り』部分を

市外収支に入れたままのもの｣｢郵政省は,同省の指導

通 りに計算すれば市内の収支は均衡に近づき,市外の大

幅畢字は縮小する｣伴朝 日新聞』1989年4月20日付)と

の報道がなされている｡

わっていないため,被規制企業は費用情報を武

器 として規制を戟略的に操作することがで き

る｣ということである｡ 第3に,佐々木弘がい

みじくも指摘するように ｢プライス ･キャップ

として与えられた 『料金上限』を公益企業が

-『上限』ではなく,『権利』だと誤解 しかねない

懸念がある｣ということである｡ 第4に,生産

性向上率Xの懇意性である｡ 問題点の第 1とも

関連するが,BTがその行き過ぎた合理化によ

りサービスを低下させて問題になったように,

日本でもその懸念があるということである｡日

本での黒字企業番付の上位にランクされながら,

1万人もの ｢希望退職｣をつのるその ｢合理

化｣計画を見るにつけ,この ｢生産性向上率

Ⅹ｣の悪意性には問題があると考えられる｡

現在の日本における電話事業がおかれている

状況は,1985年の制度 ｢改革｣以降,NCCの

参入による ｢管理された競争｣のもとで数次に

わたる長距離電話料金の引き下げがおこなわれ

ているが,こと ｢電話事業におけるユニバーサ

ル ･サービス｣14)の観点からは,公衆電話料金

の値上げ実施 ･市内通話料金の値上げ構想に代

表されるように ｢本来あるべき電話事業｣15)か

ら後退している感は否めない｡このような状況

のなかで,NTTがその導入を計画しているプ

ライス ･キャップ規制については,井手秀樹が

述べる ｢この 『プライス ･キャップ規制』が実

際どの程度の効果を発揮 してきたかという点は,

実施に移されてまだ年月が浅いため明らかでは

ない｣(〔19〕p.175)｢わが国の公益事業の料

金規制のあり方を考えるうえで,『プライス ･

キャップ規制』が｣｢有効な手段であるかどう

かをアメリカ,イギリスの経験を踏まえて,今

後,理論面 ･実証面での研究の積み重ねが必要

であると思われる｣(〔19〕pp.175-176)との

指摘は傾聴に値するであろう｡

14) 電話事業におけるユニハーサル ･サービスの問題につ

いては,西田達昭 〔36〕を参照のこと｡

15) 公衆電話料金値上げ批判を含め,電話事業における

｢基本通信サ-ビス｣の公的規剛の必要性 を主張 したも

のとして,西田逐日li〔35〕を参照のこと｡
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